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・
質
問　

当
市
は
財
政
再
建
を
図

る
た
め
、
確
実
な
税
徴
収
を
求
め

ら
れ
て
い
る
が
、
北
海
道
の
二
十

三
の
市
町
で
は
、
税
滞
納
者
を
対

象
に
一
定
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
制

限
を
条
例
化
し
て
い
る
。

　

中
で
も
芦
別
市
は
、
滞
納
者
の

氏
名
公
表
や
財
産
の
差
押
え
等
を

含
む
厳
し
い
規
定
を
設
け
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

当
市
の
税
の
滞
納
状
況
及
び
徴

収
対
策
と
そ
の
成
果
、
そ
し
て

 
件 
の
条
例
制
定
の
必
要
は
な
い

く
だ
ん

か
伺
い
た
い
。

・
答
弁
（
総
務
部
長
）

　

直
近
の
税
の
滞
納
状
況
は
お
お

よ
そ
、
市
民
税
が
一
億
六
千
八
百

万
円
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
が
二
億
九
千
八
百
万
円
、
軽
自

動
車
税
一
千
万
円
、
国
民
健
康
保

険
税
が
六
億
七
千
百
万
円
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
徴
収
対
策
と
し

て
、
毎
年
五
月
及
び
十
二
月
に
税

務
課
及
び
保
健
年
金
課
が
中
心
と

な
っ
て
滞
納
整
理
及
び
呼
出
相
談

を
実
施
し
て
お
り
、
昨
年
度
実
績

で
二
百
七
十
六
件
、
千
六
百
七
十

五
万
円
を
徴
収
し
た
。
臨
時
徴
収

員
に
よ
る
臨
宅
徴
収
は
、
三
千
四

百
九
十
二
件
で
五
千
三
百
二
十
万

円
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
長
期
あ
る
い
は
高
額
の

滞
納
者
に
対
し
て
は
、
財
産
調
査

を
行
い
、
担
税
力
の
あ
る
滞
納
者

に
対
し
て
不
動
産
の
差
押
え
十
一

件
、
所
得
税
還
付
金
の
差
押
え
五

十
六
件
、
預
貯
金
等
の
差
押
え
十

九
件
、
生
命
保
険
・
給
与
の
差
押

え
そ
れ
ぞ
れ
一
件
な
ど
を
行
い
、

六
百
八
万
円
を
徴
収
し
た
。

　

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
制
限
条
例
の

導
入
に
つ
い
て
は
、
現
在
市
営
住

宅
の
入
居
や
商
工
関
連
の
貸
付
金

な
ど
市
税
の
完
納
を
条
件
と
し
て

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い

う
も
の
が
い
く
つ
か
あ
り
、
実
質

的
に
制
限
が
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
る
。

　

権
利
と
義
務
の
観
点
か
ら
議
員

指
摘
の
制
限
条
例
に
は
同
調
す
べ

き
点
が
多
々
あ
る
も
の
の
、
地
域

性
等
も
踏
ま
え
、
制
定
に
つ
い
て

は
今
後
の
検
討
課
題
と
い
た
し
た

い
。

市
税
等
の
徴
収
状
況
と

滞
納
対
策
に
つ
い
て

保
泉　
和
正　
議
員

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　　
　

そ
の
他
の
質
問

・
防
災
の
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

策
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

・
答
弁
（
市
民
福
祉
部
長
）

　
　
　
    　
＊

　

埼
玉
県
の
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
に
よ
れ
ば
、
本
市
に
お
け

る
被
保
険
者
の
疾
病
の
特
徴
は
、

循
環
器
系
の
疾
患
、
筋
骨
格
系
の

疾
患
、
消
化
器
系
・
呼
吸
器
系
の

疾
患
の
順
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
精
密
検
査
や
薬
の
投

与
な
ど
が
医
療
費
高
騰
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
主
要
疾
病
の
年
齢
階
層

別
受
診
率
に
つ
い
て
は
、
五
十
歳

位
ま
で
は
精
神
障
害
の
受
診
率
が

高
く
、
七
十
歳
未
満
で
は
循
環
器

系
の
受
診
率
が
上
昇
し
て
い
る
状

況
に
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
改
善
す
る
対
策
と
し

て
市
で
は
、
個
別
健
康
教
室
の
開

設
、
健
康
運
動
の
普
及
、
食
生
活

改
善
事
業
の
推
進
、
健
康
相
談
な

ど
の
保
健
予
防
事
業
を
積
極
的
に

進
め
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
平
成
十
八
年
度

の
住
民
検
診
で
、
受
診
者
九
千
三

百
七
十
七
人
中
、
糖
尿
病
者
の
比

率
が
予
備
軍
を
含
め
て
三
十
六
・

八
％
に
上
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
た
め
基
本
健
康
診
査
で
血

糖
値
が
高
い
に
も
拘
ら
ず
、
受
診

を
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、
血

糖
値
改
善
教
室
を
開
催
し
、
現
在

保
健
師
、
管
理
栄
養
士
が
六
か
月

間
の
助
言
・
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

　

国
も
平
成
二
十
年
度
よ
り
四
十

歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
を
対
象
と

し
た
、
特
定
健
康
診
査
、
特
定
保

健
指
導
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、
市
で
も
そ
の
準
備
を
進
め

医
療
費
支
出
の
削
減

に
つ
い
て

藤
倉　
宗
義　
議
員

・
質
問　

広
報
「
は
に
ゅ
う
」
に

よ
る
と
、
当
市
の
一
人
当
た
り
年

間
医
療
費
は
二
十
一
万
四
千
円
で
、

県
内
の
市
の
中
で
一
番
多
く
か
か
っ

て
い
る
。
そ
の
要
因
を
受
診
率
や

治
療
日
数
が
県
平
均
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
こ
と
と
指
摘
し
て
い
る

が
、
そ
れ
で
は
そ
の
原
因
は
何
な

の
か
、
ま
た
そ
れ
を
改
善
す
る
対

＊
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

　

医
療
機
関
等
か
ら
提
出
さ
れ

る
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の

レ
セ
プ
ト
審
査
、
支
払
を
主
要

事
業
と
し
て
行
う
法
人
。
国
民

健
康
保
険
法
に
基
づ
き
知
事
の

認
可
を
受
け
、
国
保
の
保
険
者

（
市
町
村
）
が
共
同
し
て
設
置

し
て
い
る
。


